
（第1号様式）

はいかい高齢者おかえり支援事業　登録届（新規・変更）

（宛先）尾張旭市長

裏面の利用規約に同意した上で、登録（登録変更）の届出をします。

なお、事業の利用にあたり、この届出書の情報を尾張旭市が管理し、登録者が行方不明となった場

合には、早期発見の可能性を高めることを目的として、登録者に関する情報や行方不明時の状況等に

ついて、尾張旭市が捜索協力者や警察署等に対して情報提供することに同意します。

また、登録者が保護された場合には、速やかに引き取り、その安全を確認することを約束します。

〒 -

〒 -

尾張旭市

【親族等同意欄】
　※親族以外による届出（介護保険施設等からの届出）の場合には、登録者の親族又は成年後見人
　等から事業利用に係る同意を得てください。（登録者に親族等がいない場合を除く。）

私は登録者が事業を利用することに同意します。

また、事業の利用にあたり、この届出書の情報を尾張旭市が管理し、登録者が行方不明となっ

た場合には、早期発見の可能性を高めることを目的として、登録者に関する情報や行方不明時の

　　市が捜索協力者等に対して情報提供することに同意します。状況等について、尾張旭市が捜索協力者や警察署等に対して情報提供することに同意します。

住所

氏名 【登録者との続柄(関係)：　　　　　　　　】
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男　　・　　女

届出日

電話番号

性　　別
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488

受付 尾張旭市地域包括支援センター

登
録
者

氏名

住所

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

（旧姓：　　　　　）



尾張旭市はいかい高齢者おかえり支援事業利用規約 
 
（はじめに） 

第１条 この規約は、尾張旭市はいかい高齢者おかえり支援事業実施要綱（以下「要綱」という。）第１３条の規定に基づき、
尾張旭市はいかい高齢者おかえり支援事業（以下「事業」という。）の利用条件等について定めるものです。 

 
（徘徊のおそれのある方の登録） 

第２条 はいかい高齢者おかえり支援事業登録届（新規・変更）（以下「登録届」という。）の提出をもって、登録届を提出
された方（以下「届出者」という。）及び徘徊のおそれがあるとして登録された方（以下「登録者」という。）は、この規
約の記載内容に同意したものとみなします。また、要綱第 9 条第 2 項の規程に基づき捜索協力を依頼された登録者ではな
い者についても、この規約の記載内容に同意したものとみなします。 

２ 登録届の受付日及び受付時間は、地域包括支援センターの事業の実施日及び利用時間に同じとし、登録に要する費用は
無料とします。 

 
（協力事業者・おかえり支援サポーターの登録） 

第３条 要綱第２条に規定する協力事業者及びおかえり支援サポーター（以下「協力事業者等」という。）は、メールアドレ
スの登録をもって、この規約の記載内容に同意したものとみなします。 

２ メールアドレスの登録を行うか否かの判断は、協力事業者等各自の判断によるものとし、メールアドレスを登録した場
合であっても、各自の意思により、その登録を解除することができます。 

３ メールアドレスの登録及び電子メールの送受信に必要な電子機器は、協力事業者等自らの費用と責任において用意する
ものとします。なお、メール配信システムは、全ての利用環境に対して完全な動作を保証しているものではありませんの
で、利用する環境や機器によって、電子メールの送受信ができない場合があります。 

４ 協力事業者等は、受信した電子メールを事業目的以外に利用したり、電子メールの再送、引用、転載等を行ったりして
はなりません。 

５ 尾張旭市（以下「市」という。）は、捜索協力の依頼等に関する電子メールの配信について２４時間３６５日対応します
が、夜間（２２時から翌８時までのこと。以下同じ。）の配信を希望しない協力事業者等に対しては、夜間の配信は行いま
せん。 

６ 市は、おかえり支援サポーターに対して、捜索協力の依頼等に関する電子メールの配信のほか、認知症に関するイベン
ト等の情報や市及び地域包括支援センターからの情報提供等についても、電子メールの配信を行います。 

７ メールアドレスの管理及び保護は、市から事業委託を受けた者が別に定めるプライバシーポリシーに基づいて実施して
おり、当該メールアドレスは事業及び前項の情報提供に係る電子メールの配信のために使用します。 

８ メール配信システムの利用は無料ですが、メールアドレスの登録及び電子メールの送受信に要する通信費等は、協力事
業者等の負担とします。 

 
（捜索協力の依頼・解除） 

第４条 はいかい高齢者おかえり支援事業捜索協力依頼票又ははいかい高齢者おかえり支援事業捜索協力依頼票（警察署対
応用）（以下「協力依頼票」という。）の提出をもって、捜索協力を依頼された方（以下「協力依頼者」という。）は、この
規約の記載内容に同意したものとみなします。 

２ はいかい高齢者おかえり支援事業捜索協力解除依頼票（以下「解除依頼票」という。）の提出をもって、捜索協力の解除
を依頼された方（以下「解除依頼者」という。）は、この規約の記載内容に同意したものとみなします。 

３ 協力依頼者及び解除依頼者（以下「協力依頼者等」という。）は、協力依頼票及び解除依頼票の提出にあたり、提出先を
誤ることがないよう細心の注意を払わなければなりません。 

４ 捜索協力の依頼及び解除に要する通信費等は、協力依頼者等の負担とします。 
 
（留意事項） 

第５条 市が配信する電子メールの内容の正確さには万全を期していますが、後に虚報、誤報等が判明した場合には、内容
を訂正する電子メールを配信することがあります。 

２ 携帯電話の場合、電波状態、携帯電話キャリアの通信状況などの条件によって、電子メールの受信に障害、遅延が発生
する場合があります。 

３  電子メールが一定回数配信できない場合には、当該メールアドレスを削除させていただくことがあります。 
 
（免責事項） 

第６条 市は、登録者及び要綱第 9 条第 2 項の規程に基づき捜索協力を依頼した登録者ではない者（以下「登録者等」とい
う。）の発見の如何について、一切の責任を負わないものとし、届出者、登録者等、協力依頼者等（以下「届出者等」とい
う。）が事業を利用したことにより発生した損害、及び届出者等が第三者に与えた損害などについても、一切の責任を負い
ません。 

２ 市は、配信した電子メールの情報を用いて協力事業者等が行う全ての行為について、一切の責任を負わないものとし、
協力事業者等が事業に協力したことにより発生した損害、及び協力事業者等が第三者に与えた損害などについても、一切
の責任を負いません。 

３ 市は、電子メールの遅延等の障害について、原因の如何を問わず一切の責任を負いません。 
４ 市は、メール配信システムの障害やメンテナンス、その他やむを得ない理由により、事前の通知をすることなく、電子
メールの配信を中断又は停止することがあります。 

５ 市は、前項により発生した届出者等、協力事業者等及び第三者の損害について、一切の責任を負いません。 
6 協力事業者等は、登録者等の発見の如何について、一切責任を負わないものとし、届出者等が事業を利用したことにより
発生した損害、及び届出者等が第三者に与えた損害などについても、一切の責任を負いません。 

 
 （登録の抹消） 
第７条 届出者等及び協力事業者等がこの規約に違反した場合、その他市が不適切と判断した場合は、登録を抹消する場合
があります。 

 
（利用規約の変更） 

第８条 この規約の内容の一部又は全部を届出者等及び協力事業者等への通告なしに変更する場合があり、この場合の利用
条件等は、変更後の規約によるものとします。 

 
 

附 則 
この規約は、平成２８年４月１日より施行します。 


